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１．計画策定の趣旨

実施計画は、大網白里市第６次総合計画 基本構想で定めた市の将来像である「未来に

向けて みんなでつくろう！ 住みたい・住み続けたいまち」の実現に向け、前期基本

計画に掲げた施策を効果的に推進していくために具体的な事業を定めたもので、事業執

行や予算編成の基本となるものです。

２．計画期間

実施計画の計画期間は、令和３年度から令和７（２０２５）年度までの５か年とし

ます。

ただし、今後の法改正、制度改革や財政状況、各事業の進捗状況や実施成果などを踏

まえて、ローリング方式で年度ごとに見直しを行うこととします。

３．実施計画事業

実施計画には、大網白里市第６次総合計画 前期基本計画に掲げる施策体系に基づき、

市が実施する主要な事業を「実施計画事業」として位置づけることとします。

４．実施計画の進行管理

これまでの実施計画を全面的に見直し、実施計画事業に下記の事業区分を設け、効率

的かつ効果的な進行管理を行うものとします。

(１) 事業区分Ａ【事務事業評価対象】

「事業区分 A」は、計画期間中に新規に実施する事業、拡充・改善を図る事業、計

画的に整備を進める普通建設事業等とします。この区分については、市が平成１７年

度から取り組んできている「事務事業評価」の仕組みを活用して進行管理を行います。

(2) 事業区分Ｂ【国・県関係、補助・負担金及び施設管理】

「事業区分Ｂ」は、次のいずれかに該当する事業とします。

① 法律等の定めにより義務的に実施しているなど、国・県等において事業の方向

性が決められている事業

② 市が補助する事業や負担金を支出する事業

③ 既存施設の維持管理をする事業
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(3) 事業区分Ｃ【方針検討】

「事業区分Ｃ」は、市の方針を検討する事業とします。

この区分には、各分野における個別計画の策定・進行管理のほか、施設の統廃合の

方向性や整備方針を検討する事業が含まれます。

(4) 事業区分 D【情報提供・啓発】

「事業区分 D」は、各種制度内容の周知や啓発をする事業とします。

≪総合計画を軸としたＰＤＣＡサイクル図≫
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５．紙面の構成（実施計画事業の見方）について

実施計画事業は、第６次総合計画 前期基本計画の施策体系にもとづいて「施策」ごと

に、次のような様式で掲載しています。

前期基本計画の施策体系における「基本施策」

前期基本計画の施策体系における「施策」

事業名・担当課を表示

重複掲載の場合は、掲載箇所を表示

事業区分を表示（A～D）

実施が予定されている年度に黒丸（●）を表示
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６．実施計画事業

第１章 まちづくり分野計画編

第１節 誰もが健康で思いやりのある暮らしを育むまち【保健・福祉の充実】

関連するＳＤＧｓの目標

(1) 保健事業の推進

(2) 健康づくり活動の促進

(1) 大網病院の機能充実

(2) 地域医療の充実

(1) 地域福祉活動の担い手の確保

(2) 地域福祉団体の充実

(3) 生活困窮者の自立支援

(4) 公営住宅の維持管理

(1) 保育サービスの充実

(2) 子育て家庭の支援

(3) 地域ぐるみの子育て支援

(1) 健康づくりの推進

(2) 安心づくりの推進

(3) 生きがいづくりの促進

(1) 障がい福祉サービスの充実

(2) 社会参加の促進と就労支援の充実

(1) 国民健康保険の健全な運営

(2) 後期高齢者医療制度の適正な運用

(3) 介護保険制度の健全な運営

(4) 国民年金制度の適切な運用と啓発

基 本 施 策 施 策

1. 健康づくり

医療体制2.

地域福祉

4. 児童福祉・子育て支援

7. 社会保障

5. 高齢者福祉

3.

障がい者（児）福祉6.
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１．健康づくり

施策(1) 保健事業の推進

施策(2) 健康づくり活動の推進

3 4 5 6 7

特定健康診査事業

第１章/第１節/７./施策（１）と重複

〇 ４０才以上の国民健康保険被保険者を対象に、メタボ
リックシンドロームに着目した特定健康診査を実施す
る。

● ● ● ● ● B

（市民課）

疾病予防事業

第１章/第１節/７./施策（１）と重複

〇 疾病の早期発見、早期治療に役立て、健康増進を図る
ため、３０才以上の国民健康保険被保険者を対象とした
短期人間ドック助成事業を実施する。

● ● ● ● ● A

（市民課）

健康づくり推進計画（健康増進計画
及び食育推進計画）進行管理

〇 「健康づくり推進計画」を推進するにあたり、定期的
に進捗状況を把握、点検、評価を行い、必要に応じて見
直しの検討を行う。

● ● ● ● ● C

（健康増進課）

がん検診推進事業 〇 各種がん検診の受診勧奨・啓発活動を実施し、がん検
診の受診率を向上させる。
〇 がんの早期発見・早期治療の推進のため、精密検査該
当者の受診勧奨を強化する。

● ● ● ● ● B

（健康増進課）

妊婦検診・乳幼児検診及び育児支援
事業

〇 妊婦・乳児一般健康診査費用を助成する。
〇 ５か月児乳児健診、１歳６か月児健診、２歳児歯科健
診、３歳児健診等を実施し、疾病や発達状況を早期に把
握し、健全な育成を支援する。また、赤ちゃん訪問や各
種育児教室を開催し、子育ての不安や悩みに対する育児
支援を実施する。
〇 未熟児養育医療の給付等を実施する。

● ● ● ● ● B

（健康増進課）

感染症対策及び予防接種事業 〇 感染症予防のため、乳幼児・学童・生徒の予防接種は
集団を基本とし、一部個別で実施する。高齢者のインフ
ルエンザ及び肺炎球菌の罹患予防、重症化防止のため、
個別接種を実施し、接種費用を一部助成する。

● ● ● ● ● A

（健康増進課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

4

5

6

3 4 5 6 7

健康教育事業 〇 妊婦、乳幼児から成人、高齢者の方が利用する各種健
診・教室・相談事業において、健康づくりに関する正し
い知識や生活習慣病予防に関連した情報を提供し、「自
分の健康は自分で守る」という啓発を行い、健康の保
持・増進の意識の高揚や行動変容ができるよう支援す
る。
〇 健康づくり推進計画の周知と健康づくりのための取組
みの啓発を図る。

● ● ● ● ● A

（健康増進課）

健康ポイント事業 〇 希望者に健康ポイント手帳を配布し、自主的な健康づ
くり及び市が実施する健康づくり・介護予防事業等に参
加した方にポイントを付与し、必要ポイントを達成した
方へ抽選で景品を授与することで市民の健康づくりへの
意識向上を図る。　

● ● ● ● ● A

（健康増進課）

食生活改善協議会育成・支援事業 〇 住民の健康づくりや生活習慣病予防普及のため、ボラ
ンティア組織である食生活改善協議会に対して研修を実
施し、組織活動を育成するとともに、各種事業が地域で
効果的に行えるように支援・協力を行う。

● ● ● ● ● B

（健康増進課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3
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２．医療体制

施策(1) 大網病院の機能充実

施策(2) 地域医療の充実

３．地域福祉

施策(1) 地域福祉活動の担い手の確保

施策(2) 地域福祉団体の充実

3 4 5 6 7

医療機器等整備事業 〇 地域の中核的な役割を担う医療機関として、医療機器
等の技術革新に応じた機器の新規導入及び更新を実施す
る。

● ● ● ● ● A

（大網病院）

人間ドック・検診事業 〇 人間ドック、検診に係る体制を整えるとともに、広報
活動を行い、利用者増を図り、収入増につなげる。 ● ● ● ● ● A

（大網病院）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3 4 5 6 7

適正受診の啓発 〇 かかりつけ医の重要性について啓発を図る。
〇 適正な受診に係る相談対応や医療機関情報の提供を行
う。

● ● ● ● ● D

（健康増進課）

救急医療事業（負担金） 〇 地域住民の生命と健康を守るため、夜間・休日急病診
療事業及び二次救急医療機関運営事業に係る費用を負担
し、医療体制の維持継続を図る。

● ● ● ● ● B

（健康増進課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3 4 5 6 7

地域福祉計画進行管理 〇 「地域共生社会」の実現に向け、地域福祉計画に定め
る市、市民、地域や団体の各役割を実施するとともに、
各事業・施策の進捗の管理、評価を行う。

● ● ● ● ● C

（社会福祉課）

ふれあいのまちづくり事業 〇 地域ぐるみの福祉教育実践に向け、ふれあいと支えあ
いによる地域連携の心を育成すべく、社会福祉協議会の
活動に対して助成を行う。

● ● ● ● ● B

（社会福祉課）

旧庄ぜん敷地の活用の検討 〇 旧庄ぜん跡地及び隣接市有地については、周辺区域を
含めて、より効果的な土地利用を検討する。 ● ● ● ● ● C

（社会福祉課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

3 4 5 6 7

包括的相談支援体制の構築 〇 市民が抱える様々な問題を解決するため、包括的に支
援する体制を構築する。 ● ● ● ● ● C

（社会福祉課）

地域ぐるみ福祉ネットワーク事業 〇 地域ぐるみの福祉活動を支援するため、市社会福祉協
議会の活動に対して助成を行う。 ● ● ● ● ● B

（社会福祉課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2
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施策(3) 生活困窮者の自立支援

施策(4) 公営住宅の維持管理

４．児童福祉・子育て支援

施策(1) 保育サービスの充実

3 4 5 6 7

生活困窮者自立相談支援事業 〇 生活困窮者の困窮状態からの早期脱却を支援するた
め、本人の状態に応じた包括的な相談支援等を実施す
る。自立・就労支援等の体制を構築することにより、生
活困窮者の自立を促進する。

● ● ● ● ● A

（社会福祉課）

生活困窮者住居確保給付金事業 〇 生活困窮者が離職等により住居を失った場合、または
その恐れがある場合に、家賃の一部を助成し、就労活動
を支援する。

● ● ● ● ● B

（社会福祉課）

生活困窮者学習支援事業 〇 「貧困の連鎖」を防止するため、生活困窮世帯の子ど
もを対象に学習の支援を行うとともに、進路や日常生活
の相談ができる場所の提供を行う。

● ● ● ● ● A

（社会福祉課）

生活保護事業 〇 国が定める最低限の生活を保障するとともに、生活保
護制度の適正な運営を推進する。 ● ● ● ● ● B

（社会福祉課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

4

3 4 5 6 7

市営住宅長寿命化計画推進事業 〇 「市営住宅長寿命化計画」に基づき、市営住宅の改修
や設備の改善などを行う。また、耐用年限が過ぎ修復す
ることが不経済な市営住宅については、入居者の退去後
に除却を進める。

● ● ● ● A

（都市整備課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

保育所等運営事業（公立・私立） ○ 公立・私立が連携し、待機児童の解消に努める。
〇 保育園が行う障がい児保育・時間外保育・一時預か
り・病後児保育等の各事業に係る費用の補助を行い、保
育サービスの充実を図る。
○ 施設の補修・改修を実施し、保育環境の整備を図る。

● ● ● ● ● A

（子育て支援課）

公立認定こども園の検討

第１章/第２節/１./施策（１）と重複

○ 認定こども園については、公立幼稚園・公立保育所の
再編方針にもとづき、子どもに質の高い教育・保育を提
供するため、大網、増穂、白里の３つの地区ごとに、再
編に関する検討を進める。

● ● ● ● ● C

（子育て支援課・管理課）

学童保育事業 〇 市内の小学校区ごとに学童保育室を設置し、授業終了
後等の児童に適切な遊び場及び生活の場を提供する。 ● ● ● ● ● A

（子育て支援課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3



8

施策(2) 子育て家庭の支援

施策(3) 地域ぐるみの子育て支援

3 4 5 6 7

子育て支援センター事業 〇 地域の子育て支援情報の収集や提供を行う。また、保
育所や幼稚園に入園していない子どもが母親、父親と一
緒に友達と交流する場を提供する。

● ● ● ● ● B

（子育て支援課）

児童発達支援事業 〇 心身障害児が支障のない日常生活を送り、健やかに成
長することができるよう支援するとともに、心身障害児
に対する福祉の増進を図ることを目的とする。

● ● ● ● ● A

（子育て支援課）

子ども医療助成事業 〇 子どもの保健対策の充実、保護者の経済的負担の軽減
及び子育て支援の観点から、0歳から中学3年生までの子
どもの通院、調剤、入院に係る医療費の全部または一部
を助成する。

● ● ● ● ● B

（子育て支援課）

ひとり親家庭等医療費助成事業 〇 「ひとり親家庭の父母等の経済的負担の軽減を図るた
め、ひとり親家庭の父母等に対し、医療費、調剤費及び
診療・調剤報酬証明手数料の一部を助成する。

● ● ● ● ● B

（子育て支援課）

出産祝金支給事業 〇 第３子以降の出産を奨励祝福し、次代を担う児童の健
全な育成及び福祉の増進に資するため、出産祝金を支給
する。

● ● ● ● ● A

（子育て支援課）

ひとり親福祉対策事業 〇 ひとり親家庭の経済的自立の促進を図るため、職業能
力の開発に必要な教育訓練を受けるひとり親家庭の父母
に対し、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金を支給す
る。また、ひとり親家庭の父母の就職及び生活の安定に
資する資格の取得を促進するため、ひとり親家庭高等職
業訓練促進給付金を支給する。

● ● ● ● ● B

（子育て支援課）

児童扶養手当支給事業 〇 ひとり親家庭や親と一緒に生活していない児童を養育
する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進
を図ることを目的に児童扶養手当を支給する。

● ● ● ● ● B

（子育て支援課）

児童手当事業 〇 家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代
の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的
に、児童を養育している者に児童手当を支給する。

● ● ● ● ● B

（子育て支援課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

4

5

6

7

8

3 4 5 6 7

要保護児童対策事業 〇 要保護児童等の早期発見及びその適切な保護を図るた
め、大網白里市要保護児童対策地域協議会を組織し、
市、関係機関等の関係者が要保護児童等に関する情報や
考え方を共有し、適切な連携の下で対応していく。ま
た、家庭児童相談室にて子育て家庭の相談に対し適切な
支援を行う。

● ● ● ● ● A

（子育て支援課）

ファミリーサポートセンター事業 〇 乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や
主婦等を会員として、児童の預かり等の援助を受けたい
方と、当該援助を行うことを希望する方の、相互援助活
動の連絡・調整を行う。

● ● ● ● ● B

（子育て支援課）

子育て交流センター運営事業 〇 子育てを総合的に支援する拠点施設である子育て交流
センターの運営及び施設管理を指定管理者制度を活用し
て行う。

● ● ● ● ● A

（子育て支援課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3
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５．高齢者福祉

施策(1) 健康づくりの推進

施策(2) 安心づくりの推進

3 4 5 6 7

介護予防普及啓発事業 〇 ロコモ体操普及啓発事業：ロコモティブシンドローム
（運動機能症候群）予防のため、ロコモ体操の普及啓発
を行う。
〇 開放型運動教室：事前登録なしで、週３回、各１時間
の自宅でもできる運動指導を行う。
〇 公開型運動教室：年に4回開催し、認知症予防に効果
的とされる拮抗体操や有酸素運動（ストレッチ等）を中
心に膝や腰を痛めないよう正しいウォーキング方法等の
指導を行う。

● ● ● ● ● A

（高齢者支援課）

地域介護予防活動支援事業 〇 自主グループ養成講座：通所型介護予防（運動）教室
の卒業者に対し、自主グループとして活動できるよう支
援を行う。
〇 介護予防サポーター養成講座：高齢者へ支援者として
の介護予防の必要性、知識等を学ぶ講座を開催し、介護
予防活動に取り組む介護予防サポーターを養成する。
〇 地域介護予防活動補助金事業：介護予防活動（体操
等）を自主的に行っている団体に補助金を交付する。

● ● ● ● ● B

（高齢者支援課）

介護予防・日常生活支援総合事業 〇 公的サービスに限らない、市民や地域の事業者・団体
等による多様な取組を活用した、効果的な介護予防マネ
ジメントを行い自立支援・重度化防止を推進する。

● ● ● ● ● A

（高齢者支援課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

3 4 5 6 7

福祉有償運送の運営協議 〇 高齢者、障がい者等で単独でタクシー等の公共交通機
関を利用することが困難な移動制約者に対して、ドア・
ツー・ドアの自家用有償旅客運送（福祉有償運送）の運
行主体となる新規事業者及び既存事業者について、本市
における福祉有償運送の必要性等を協議し、外出支援
サービスを推進する。

● ● ● ● ● C

（高齢者支援課）

緊急通報体制等整備事業 〇 高齢者及び重度身体障害者に急病や災害等の緊急の事
態が発生した際の緊急体制を確保するための通報装置を
自宅へ設置し、緊急時の対応、健康相談や安否確認を実
施する。

● ● ● ● ● A

（高齢者支援課）

老人緊急保護措置事業 〇 高齢者虐待等により、生命に危険のある高齢者を介護
老人福祉施設に措置入所させる。 ● ● ● ● ● B

（高齢者支援課）

認知症施策推進事業 〇 認知症になっても住み慣れた地域で生活できるよう、
専門的な知識を持った職員が、本人、家族、地域住民を
支援する。認知症高齢者見守りQRコード付きシールの配
布を実施する。

● ● ● ● ● A

（高齢者支援課）

介護用品支給事業 〇 在宅介護者の経済負担の軽減と安定を支援するため、
介護用品購入に係る費用を１カ月4,000円を限度に一部
助成する。

● ● ● ● ● A

（高齢者支援課）

成年後見制度利用支援事業 〇 成年後見制度の周知を図り、成年後見申立てにおい
て、申立て親族不在の場合には市長が申立人となり、審
判申し立てをする。また、資力がなく後見人への報酬を
支払えない場合には、後見人等の報酬を扶助する。

● ● ● ● ● B

（高齢者支援課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

4

5

6
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施策(3) 生きがいづくりの促進

６．障がい者（児）福祉

施策(1) 障がい福祉サービスの充実

介護予防ケアマネジメント事業 〇 介護予防・日常生活支援総合事業対象者に、介護予防
ケアマネジメントを行い、高齢者の自立支援に向けたケ
アプランを作成して総合事業サービスにつなげる。

● ● ● ● ● B

（高齢者支援課）

介護保険制度の情報提供 〇 制度の仕組みやサービス提供事業の情報提供と周知を
図る。 ● ● ● ● ● D

（高齢者支援課）

生活支援体制整備事業 〇 高齢になっても、住み慣れた地域で健康を維持しなが
ら、安心して生活できる地域環境を創るため、市民や福
祉関係団体など様々な機関が連携し、地域の実情に合っ
た高齢者の暮らしの支え合い、助け合いの輪を創ってい
こうという取り組みを推進する。

● ● ● ● ● A

（高齢者支援課）

7

8

9

3 4 5 6 7

老人クラブ運営費助成事業 〇 市老人クラブ連合会及び単位老人クラブが行う高齢者
の社会参加活動や生きがいづくり等の各種活動や団体運
営等に対して助成を行う。

● ● ● ● ● B

（高齢者支援課）

シルバー人材センター運営費補助事
業

〇 就労を通した高齢者の社会参加の促進や生きがいづく
りを目的とした、シルバー人材センター事業の発展を図
るため、シルバー人材センターの運営に要する費用の一
部を助成する。

● ● ● ● ● B

（高齢者支援課）

介護支援ボランティア事業 〇 高齢者が介護施設等でボランティア活動を行った際
に、活動時間に応じてポイントを付与することにより、
社会参加を奨励し、活動参加者の介護予防を推進する。

● ● ● ● ● A

（高齢者支援課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

3 4 5 6 7

障がい福祉サービスの情報提供 〇 障がいのある方に関するさまざまな福祉施策、相談窓
口や各種サービスの内容をまとめた「障がい者福祉のし
おり」の内容を更新し、窓口での配付やホームページへ
の掲載を行う。

● ● ● ● ● D

（社会福祉課）

ちばバリアフリーマップへの情報提
供

〇 車いすを利用している方や、視覚障がい者、聴覚障が
い者、高齢者、妊産婦、幼児連れの方などが、外出する
際に安心してさまざまな活動に参加できるよう、千葉県
が運営する「ちばバリアフリーマップ」へ情報提供を行
う。

● ● ● ● ● D

（社会福祉課）

障がい者計画、障がい福祉計画、障
がい児福祉計画進行管理

〇 障がい者計画、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画
に基づき、各種障がい福祉施策の推進と定期的な進捗状
況の確認、サービス提供体制の把握等を実施する。

● ● ● ● ● C

（社会福祉課）

障がい福祉サービス事業 〇 障がいのある方や障がいのある子どもが、その有する
能力及び適正に応じ、住み慣れた地域で自立した日常生
活・社会生活を送ることができるよう障がい福祉サービ
スを提供する。

● ● ● ● ● B

（社会福祉課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

4
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施策(2) 社会参加の促進と就労支援の充実

７．社会保障

施策(1) 国民健康保険の健全な運営

3 4 5 6 7

パーキング・パーミット制度の運用 〇 障がい者等用駐車区画の適正利用の促進を図るため、
障がい者等用駐車区画を利用できる対象者の範囲を設定
し、要件に該当する方からの申請に基づき、利用証を交
付する。

● ● ● ● ● B

（社会福祉課）

福祉タクシー助成事業 〇 心身に重度の障害のある方等の社会的な活動範囲を広
めるため、市が指定する福祉タクシーを利用した場合
に、その費用の一部を助成する。

● ● ● ● ● A

（社会福祉課）

障がい者関係団体活動助成事業 〇 障がいのある方々の相互の親睦を図り、自立更生を促
進するため、市内の障がい者団体が行う活動を支援す
る。

● ● ● ● ● B

（社会福祉課）

基幹相談支援センター設置の検討
【新規】

〇 地域の相談支援の拠点として、総合的な相談業務、相
談支援事業所間の連絡調整、関係機関の連携の支援等の
中核的な役割を担う「基幹相談支援センター」の設置に
係る検討を行う。

● ● ● ● ● C

（社会福祉課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

4

3 4 5 6 7

国民健康保険制度の啓発 〇 国民健康保険制度の理解と周知を図るため、広報紙等
を活用して情報提供と啓発に努める(国民健康保険制度に
関するチラシの配布、国民健康保険制度に関する情報を
広報紙やホームページに掲載)。

● ● ● ● ● D

（市民課）

医療費適正化対策事業 〇医療機関からの請求明細である診療報酬明細書の点検
を強化し、医療費の適正化を図る。
〇 国保財政の医療費の削減と国保加入者の負担軽減を図
るため、対象者に現在使用されている薬をジェネリック
医薬品(後発医薬品)に切り換えた場合に軽減できる自己負
担額を通知する。

● ● ● ● ● A

（市民課）

特定健康診査事業

第１章/第１節/１./施策（１）と重複

〇 ４０才以上の国民健康保険被保険者を対象に、メタボ
リックシンドロームに着目した特定健康診査を実施す
る。

● ● ● ● ● B

（市民課）

特定保健指導事業 〇 特定健康診査受診者のうち、特定健診データをもと
に、生活改善が必要な被保険者に対し、保健師、管理栄
養士等による、動機付け支援・積極的支援を行う。

● ● ● ● ● B

（市民課）

疾病予防事業

第１章/第１節/１./施策（１）と重複

〇 疾病の早期発見、早期治療に役立て、健康増進を図る
ため、３０才以上の国民健康保険被保険者を対象とした
短期人間ドック助成事業を実施する。

● ● ● ● ● A

（市民課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

4

5
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施策(2) 後期高齢者医療制度の適正な運用

施策(3) 介護保険制度の健全な運営

施策(4) 国民年金制度の適切な運用と啓発

3 4 5 6 7

高齢者医療制度の啓発 〇 後期高齢者医療制度の理解を広めるため、広報紙、
ホームページ等を活用し情報提供と啓発に努める。 ● ● ● ● ● D

（市民課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

介護保険制度の情報提供 〇 制度の仕組みやサービス提供事業の情報提供と周知を
図る。 ● ● ● ● ● D

（高齢者支援課）

介護保険料の収納対策 〇 介護保険料未納者へ督促状や催告書を送付することに
より、早期の収納を促す。
〇 電話催告・戸別訪問を実施することで、保険給付の制
限等について説明を行い、制度の理解を深め、収納を促
す。

● ● ● ● ● A

（高齢者支援課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3 4 5 6 7

国民年金制度の啓発 〇 国民年金制度について、広報紙、ホームページ等を活
用して、制度改正等の情報提供を行い制度の周知・啓発
を図る。

● ● ● ● ● D

（市民課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1



13

第２節 将来を担う子どもたちを育み、生涯を通じて学ぶまち【教育・文化の充実】

関連するＳＤＧｓの目標

1. 幼児教育 (1) 就学前教育の充実

(1) 教育内容の充実

(2) 教育環境の充実

(3) 高等学校や特別支援学校との連携

(1) 育成体制の充実

(2) 育成活動の推進

(1) 生涯学習推進体制の充実

(2) 生涯学習環境の充実

(3) 生涯学習活動の支援

(4) 図書施設の充実

(1) スポーツ推進体制の充実

(2) スポーツ施設の充実

(3) スポーツ活動の促進

(1) 地域文化振興体制の充実

(2) 地域文化活動の支援

(3) 郷土文化・芸能の保全と継承

基 本 施 策 施 策

2. 学校教育

3. 青少年育成

4. 生涯学習

5. 生涯スポーツ

6. 地域文化
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１．幼児教育

施策(1) 就学前教育の充実

２．学校教育

施策(1) 教育内容の充実

3 4 5 6 7

幼稚園施設整備事業 〇 施設の補修・改修を実施し、教育環境の整備を図る。
● ● ● ● ● B

（管理課）

幼稚園教育環境整備事業 〇 保育用備品・図書備品を計画的に購入し、教育環境の
維持・改善を図る。 ● ● ● ● ● B

（管理課）

幼稚園管理事業 〇 幼児教育環境の維持・改善・運営等の充実を図る。
● ● ● ● ● A

（管理課）

公立認定こども園の検討

第１章/第１節/４./施策（１）と重複

○ 認定こども園については、公立幼稚園・公立保育所の
再編方針にもとづき、子どもに質の高い教育・保育を提
供するため、大網、増穂、白里の３つの地区ごとに、再
編に関する検討を進める。

● ● ● ● ● C

（子育て支援課・管理課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

4

3 4 5 6 7

小中学校給食費補助事業 〇 本市に児童生徒が住所を有し（教育事務委託は含
む）、かつ、市立小学校または中学校に在籍している児
童生徒の保護者が負担する学校給食に要する費用の一部
を市が助成する。

● ● ● ● ● B

（管理課）

特別支援教育支援員配置事業 〇 特別な支援を必要とする児童・生徒の状況に応じて、
小・中学校に支援員の配置、増員を図る。 ● ● ● ● ● A

（管理課）

総合学習推進事業

第１章/第２節/２./施策（３）と重複

〇 学校支援ボランティアの活用を含め、総合的な学習の
時間の充実を図り、特色や個性を活かした教育
を推進する。
〇 大網高校の農場で近隣の小学生が農業を体験したり、
産品を活用することにより、食育の一助とする。

● ● ● ● ● B

（管理課）

教育相談事業 〇 不登校や心因性の問題を抱える児童・生徒の学校復帰
に向け、支援の充実を図る。 ● ● ● ● ● A

（管理課）

GIGAスクール推進事業【新規】 〇 児童生徒１人１台端末などのＩＣＴ機器を活用するこ
とにより、児童生徒への効率的・効果的な授業展開を図
る。

● ● ● ● ● A

（管理課）

ＡＬＴ配置事業 〇 JET プログラムにより招致した外国人青年が外国語
（英語）指導助手として指導を行うことにより、国際理
解・協力及び外国語教育の充実を図りながら、国際交流
を推進する。

● ● ● ● ● A

（管理課）

小・中学校教職員研究研修事業 〇 市内小・中学校教職員の研修の補助を行い、研修の充
実を図る。 ● ● ● ● ● B

（管理課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

4

5

6

7
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施策(2) 教育環境の充実

施策(3) 高等学校や特別支援学校との連携

３．青少年育成

施策(1) 育成体制の充実

施策(2) 育成活動の推進

小・中学校施設整備事業 〇 各学校施設の補修・改修を実施し、教育環境の整備を
図る。 ● ● ● ● ● B

（管理課）

学校評議員事業 〇 地域住民の学校運営への参加を促し、地域に開かれた
学校づくりを推進するため、学校評議員を置く。 ● ● ● ● ● B

（管理課）

8

9

3 4 5 6 7

小学校教育環境整備事業 〇 一般備品、保健備品、図書備品、教材備品を計画的に
購入し、各小学校の教育内容の充実、校内管理等の維
持・運営に係る教育環境の整備を図る。

● ● ● ● ● B

（管理課）

中学校教育環境整備事業 〇 一般備品、保健備品、図書備品、教材備品を計画的に
購入し、各中学校の教育内容の充実、校内管理等の維
持・運営に係る教育環境の整備を図る。

● ● ● ● ● B

（管理課）

給食室整備事業 〇 給食調理施設の補修・改修を実施し、安全で衛生的な
給食調理環境の整備を図る。 ● ● ● ● ● B

（管理課）

家庭教育学級関係事業 〇 PTA活動と連携し、各市立幼稚園・小学校・中学校の
保護者向けに家庭教育の支援や、研修会を開催する。 ● ● ● ● ● B

（生涯学習課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

4

3 4 5 6 7

総合学習推進事業

第１章/第２節/２./施策（１）と重複

〇 学校支援ボランティアの活用を含め、総合的な学習の
時間の充実を図り、特色や個性を活かした教育を推進す
る。
〇 大網高校の農場で近隣の小学生が農業を体験したり、
産品を活用することにより、食育の一助とする。

● ● ● ● ● B

（管理課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

青少年健全育成活動事業 〇 市青少年相談員連絡協議会と連携し、各種事業やイベ
ント等の体験活動を通じて、青少年の健全育成を図る。 ● ● ● ● ● B

（生涯学習課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

ジュニアリーダー育成事業 〇 市子ども会育成連絡協議会と協力し、大人と子供のパ
イプ役となるジュニアリーダーを育成し、子ども達の自
主性や創造性が発揮される事業の実施を進める。

● ● ● ● ● A

（生涯学習課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1
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４．生涯学習

施策(1) 生涯学習推進体制の充実

施策(2) 生涯学習環境の充実

施策(3) 生涯学習活動の支援

施策(4) 図書施設の充実

成人式開催事業 〇 新成人の門出を祝うとともに、社会に貢献できる青少
年を育成するため、新成人の代表者で組織された実行委
員と協力して成人式を開催する。式典の企画・運営につ
いては、実行委員が行う。

● ● ● ● ● A

（生涯学習課）

放課後子ども教室推進事業 〇 放課後の小学校の余裕教室等を活用し、子どもたちの
安全・安心な活動拠点（居場所）を設けるとともに、地
域の方々の参画を得て、子どもたちの学習活動、文化・
交流活動を支援する。

● ● ● ● ● A

（生涯学習課）

2

3

3 4 5 6 7

非核平和の推進 〇 風化しつつある戦争の悲惨さと平和の尊さを後世に伝
え、非核平和宣言自治体宣言に則り、恒久平和の大切さ
を再認識してもらうための事業を実施する（平和に関す
る資料展やピースキャンドル事業等の開催等）。

● ● ● ● ● D

（生涯学習課）

生涯学習推進計画進行管理 〇 市民の社会教育、生涯学習のニーズを把握し、計画に
基づき事業を展開する。 ● ● ● ● ● C

（生涯学習課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3 4 5 6 7

社会教育施設運営の充実 〇 社会教育施設の管理運営への住民参画の拡大を図ると
ともに、学習施設の目的に応じた管理運営体制の最適化
を推進する。

● ● ● ● ● C

（生涯学習課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

市民公開講座事業 〇 市民の生涯学習のきっかけとして、その年度で話題と
なっていることをテーマとし、公開講座を実施する。 ● ● ● ● ● A

（生涯学習課）

生涯学習ボランティア講師の派遣

第１章/第２節/６./施策（１）と重複

〇 ボランティア講師を派遣し、市民団体の自主企画講座
や生涯学習活動を支援する。 ● ● ● ● ● D

（生涯学習課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3 4 5 6 7

図書室資料等購入事業 〇 生涯学習に必要な知識・情報をより充実させるため、
蔵書構成及び利用者のニーズに配慮し、選書基準にもと
づいて図書室の資料を購入する。

● ● ● ● ● A

（生涯学習課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1
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５．生涯スポーツ

施策(1) スポーツ推進体制の充実

施策(2) スポーツ施設の充実

施策(3) スポーツ活動の促進

図書室おはなし会・子ども映画会事
業

〇 子どもに本を親しんでもらうため、おはなし会や子ど
も映画会を開催する。また、乳幼児対象の絵本を介した
子育て支援（ブックスタート）への協力や団体貸出の周
知を行う。

● ● ● ● ● A

（生涯学習課）

保健文化センター改修事業 〇 保健文化センターは建築後３０年以上が経過し、各設
備が全面的に老朽化している。また、「消防法」や「建
築基準法」の改正により、現行の基準と適合しない箇所
等もあることから部分改修を随時行う。

● ● ● ● B

（生涯学習課）

2

3

3 4 5 6 7

スポーツ推進計画進行管理 〇 健康増進とスポーツ活動の密接な連携を重視した「ス
ポーツ推進計画」にもとづき、生涯スポーツの振興を図
る。

● ● ● ● ● C

（生涯学習課）

スポーツ活動団体支援事業 〇 スポーツ協会、スポーツ推進委員、スポーツ少年団な
どの機能分担と連携の強化を図り、生涯スポーツを推進
する組織体制、事業運営の機能を強化する。
〇 健康づくり、医療・福祉分野の関係団体・機関との連
携事業を推進する。
〇 スポーツ推進組織の機能分担にもとづいて、スポーツ
活動団体の育成を促進する。
〇 講習や研修会等の情報提供と参加を促進し、指導者の
養成・確保に努めるとともに、生涯スポーツ活動支援ボ
ランティアの養成とスポーツリーダーバンクとの連携を
図る。

● ● ● ● ● A

（生涯学習課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3 4 5 6 7

社会体育施設整備事業 〇 大網白里アリーナを含む社会体育施設の利用者が安全
に、かつ安心して利用できるよう、適正な維持管理を行
い快適なスポーツの場を提供する。

● ● ● ● ● B

（生涯学習課）

社会体育施設長期整備計画の策定 〇 老朽化の進んだ体育施設の改修計画を策定し、改修を
実施する。 ● ● ● ● ● C

（生涯学習課）

施設予約システム導入の検討 〇 共同開発されている「ちば施設予約システム」への参
加意向等について検討する。 ● ● ● ● ● C

（生涯学習課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

3 4 5 6 7

生涯スポーツ普及事業 〇 各種スポーツ関係団体と連携してスポーツイベントを
実施する。
〇 各スポーツ団体と連携してスポーツ教室を開催し、継
続してできるスポーツの普及とスポーツ人口の拡大に努
める。また、新たなスポーツ教室を検討する。

● ● ● ● ● A

（生涯学習課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1
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６．地域文化

施策(1) 地域文化振興体制の充実

施策(2) 地域文化活動の支援

施策(3) 郷土文化・芸能の保全と継承

競技スポーツ振興事業 〇 各スポーツ団体と連携して選手の育成を行い、郡市民
体育大会等に選手を派遣することにより、市スポーツ事
業の発展に寄与する。

● ● ● ● ● A

（生涯学習課）

2

3 4 5 6 7

生涯学習ボランティア講師の派遣

第１章/第２節/４./施策（３）と重複

〇 ボランティア講師を派遣し、市民団体の自主企画講座
や生涯学習活動を支援する。 ● ● ● ● ● D

（生涯学習課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

産業文化祭（文化の部）事業 〇 市内で活動している学習団体等が集まり、日頃の学習
成果をイベントの形で発表・展示し、学習意欲の向上を
推進する。

● ● ● ● ● A

（生涯学習課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

市美術会支援事業 〇 ふるさと美術展の開催等、市美術会による絵画・彫
刻・工芸・書道作品を展示する。
〇 市美術会の運営を助成し、市の芸術文化の振興に資す
る。

● ● ● ● ● B

（生涯学習課）

文化財保存活用事業 〇 市内の指定・登録文化財を保存するとともに、情報発
信や指定文化財候補の調査等を行う。 ● ● ● ● ● A

（生涯学習課）

デジタル博物館公開事業 〇 大網白里市デジタル博物館で市内の歴史・文化・芸術
などをインターネット上で公開し、随時コンテンツを追
加する。

● ● ● ● ● A

（生涯学習課）

民俗芸能保存・活用事業 〇 市内に継承されている郷土芸能を郷土芸能保存会と連
携し保存し、発表会等を通して公開する。 ● ● ● ● ● B

（生涯学習課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

4
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第３節 誰もが快適に暮らせるまち【都市基盤の整備】

関連するＳＤＧｓの目標

(1) 道路網の整備

(2) 道路環境の整備

(1) 公共交通の充実

(2) 新たな交通手段の確保

3. 駅周辺整備 (1) 駅周辺の整備

(1) 都市的土地利用の整備・開発・保全

(2) 良好な市街地景観の形成

(3) 安全な市街地と住環境の整備

(4) 土地情報の整備

(1) 下水道事業の推進

(2) 雨水排水対策の推進

(3) し尿・汚泥の処理

(1) 市営ガスの供給

(2) 上水道の供給

7. 公園・緑地 (1) 公園機能の整備・維持

5. 下水道・排水対策

2. 公共交通

6. ガス・水道

基 本 施 策 施 策

1. 道路整備

4. 市街地形成
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１．道路整備

施策(1) 道路網の整備

施策(2) 道路環境の整備

3 4 5 6 7

山武地区広域農道推進事業（負担
金）

〇 山武郡市を受益とする広域的な農道の整備を行い、京
浜・京葉地区への農産物の流通改善を図る。また、都市
部との交流を促進し、地域農業の振興と農村の活性化を
図る。

● ● ● ● ● B

（農業振興課）

道路新設改良事業

第１章/第３節/１./施策（２）と重複

〇 幅員狭小で曲線が多く、路面や排水が不良なため、交
通困難をきたしている箇所や危険な交差点を改良するこ
とにより、安全な通行を確保する。

● ● ● ● ● A

（建設課）

舗装補修事業 〇 道路舗装の老朽化による剥離及び凹凸を解消するた
め、舗装補修工事を実施して、安全な通行を確保する。 ● ● ● ● ● A

（建設課）

排水整備事業

第１章/第３節/５./施策（２）と重複

第１章/第５節/１./施策（２）と重複

〇 排水施設のない道路において、降雨時の道路及び宅地
への冠水被害の防止を図るため、排水整備事業を実施す
る。 ● ● ● ● ● A

（建設課）

橋りょう等長寿命化修繕事業 〇 老朽化する橋梁の維持について、計画的かつ予防的な
対応として、橋梁の修繕を行い、道路網の安全性及び信
頼性の向上を図る。

● ● ● ● ● A

（建設課）

私道整備補助事業 〇 私道所有者等が主体となって施工する私道の舗装や交
通安全施設の設置等に対し、「大網白里市私道整備補助
金交付要綱」にもとづき予算の範囲内で工事費用の一部
を助成する。

● ● ● ● B

（建設課）

都市計画道路の見直し 〇 社会情勢や地域特性を踏まえ、都市計画道路の見直し
を検討する。 ● ● ● ● ● C

（都市整備課）

都市計画道路の整備促進 〇 国道や県道の広域幹線道路の整備を促進するととも
に、社会情勢や地域特性を踏まえ、効果的な道路整備の
環境を整える。

● ● ● ● ● C

（都市整備課）

大網駅東土地区画整理事業

第１章/第３節/３./施策（１）と重複
第１章/第３節/４./施策（１）と重複

〇 ＪＲ大網駅を中心とした拠点市街地形成を図るため、
土地利用、公共施設の配置を計画、総合的な都市基盤整
備を行い、本市の顔としての市街地形成に資することを
目的とする。

● A

（都市整備課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3 4 5 6 7

道路新設改良事業

第１章/第３節/１./施策（１）と重複

〇 幅員狭小で曲線が多く、路面や排水が不良なため、交
通困難をきたしている箇所や危険な交差点を改良するこ
とにより、安全な通行を確保する。

● ● ● ● ● A

（建設課）

交通安全対策施設整備事業

第１章/第５節/３./施策（１）と重複

〇 見通しの悪い箇所や優先道路のわからない交差点等に
カーブミラー、警戒標識、路面標示等の交通安全施設を
設置して、安全な道路環境に改善する。

● ● ● ● ● A

（建設課）

花とふれあいのあるまちづくり推進
事業

第１章/第４節/４./施策（１）と重複

〇 ボランティア団体や地域住民団体による草花の植栽活
動を支援し、公共空地の景観向上を図る。

● ● ● ● ● B

（都市整備課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3
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２．公共交通

施策(1) 公共交通の充実

施策(2) 新たな交通手段の確保

３．駅周辺整備

施策(1) 駅周辺の整備

3 4 5 6 7

鉄道の利便性確保 〇 輸送力強化やJR大網駅・JR永田駅の利便性向上を東
日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）に要望する。 ● ● ● ● ● C

（企画政策課）

路線バス運行の維持・確保 〇 路線バスの運行維持・確保のため、利用者の意見等を
踏まえ、事業者に運行改善を要請する。また、必要に応
じて不採算路線への補助の検討を行う。
バス路線新設に係る利用者からの要望を踏まえ、事業者
と協議し、利便性の向上を促進する。

● ● ● ● ● C

（企画政策課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3 4 5 6 7

地域公共交通の維持改善 〇 地域需要に応じた住民の生活交通確保や旅客利便の増
進、また、地域実情に即した輸送サービスの実現に向
け、市地域公共交通活性化協議会を開催する。

● ● ● ● ● C

（企画政策課）

コミュニティバス等運行事業 〇 既存公共交通では対応困難な地域（公共交通空白地
域）に対し、コミュニティバスの運行を維持するととも
に、事業者とも協議してさらなる利便性の向上を促進す
る。

● ● ● ● ● A

（企画政策課）

高齢者外出支援事業 〇 事業者の送迎バスを活用し、高齢者の外出支援を図る
ことにより、積極的な社会参加を促進する。 ● ● ● ● ● B

（企画政策課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

3 4 5 6 7

大網駅前広場管理事業 〇 現状の広場を極力有効に活用しながら、平成28年度
に策定した再整備計画を基に、駅前広場の安全性と利便
性の向上を図る。

● ● ● ● ● B

（財政課）

大網駅周辺の都市的土地利用の検討 〇 大網駅周辺の市街化整備の推進による駅周辺一帯の都
市的土地利用への転換を図るため、大網駅南地区の市街
地整備について、土地所有者との協議の場を設け、合意
形成を図りながら検討を進める。

● ● ● ● ● C

（都市整備課）

市街化調整区域の土地利用【大網駅
周辺】

〇 大網駅周辺の市街化調整区域は、「市街化調整区域に
おける土地利用方針及び地区計画運用基準」に基づく地
区計画の提案により、商業・業務機能や都心居住機能を
中心とした土地利用を誘導する。

● ● ● ● ● C

（都市整備課）

大網駅東土地区画整理事業

第１章/第３節/１./施策（１）と重複
第１章/第３節/４./施策（１）と重複

〇 ＪＲ大網駅を中心とした拠点市街地形成を図るため、
土地利用、公共施設の配置を計画、総合的な都市基盤整
備を行い、本市の顔としての市街地形成に資することを
目的とする。

● A

（都市整備課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

4
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４．市街地形成

施策(1) 都市的土地利用の整備・開発・保全

施策(2) 良好な市街地景観の形成

施策(3) 安全な市街地と住環境の整備

施策(4) 土地情報の整備

3 4 5 6 7

市街化調整区域の土地利用【国道１
２８号沿道】

〇 国道１２８号沿道は、「市街化調整区域における土地
利用方針及び地区計画運用基準」に基づく地区計画の提
案により、沿道型商業・業務系の土地利用を誘導する。

● ● ● ● ● C

（都市整備課）

都市計画の定期見直し 〇 社会経済情勢の変化に対応した都市計画制度の運用の
ため、都市計画基礎調査の結果を踏まえた都市計画の定
期見直しを進める。

● ● ● C

（都市整備課）

開発許可事務の権限移譲【新規】 〇 地域の実情に応じた開発許可制度を運用していくた
め、開発許可事務の県から市への権限移譲を進める。 ● ● B

（都市整備課）

大網駅東土地区画整理事業

第１章/第３節/１./施策（１）と重複
第１章/第３節/３./施策（１）と重複

〇 ＪＲ大網駅を中心とした拠点市街地形成を図るため、
土地利用、公共施設の配置を計画、総合的な都市基盤整
備を行い、本市の顔としての市街地形成に資することを
目的とする。

● A

（都市整備課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

4

3 4 5 6 7

景観計画の促進 〇 景観計画、景観条例に基づく事前届出制度により、建
築や開発行為に対する景観形成基準への適合審査を行
う。
〇 景観計画の基本方針に基づき、市民・事業者・市それ
ぞれが主体となり、良好な景観づくりの取組みを行う。

● ● ● ● ● B

（都市整備課）

太陽光発電設備設置の事前協議 〇 太陽光発電設備の設置及び管理に関するガイドライン
に基づく住民説明会や市への事前協議により、事業者
に、防災及び安全、生活環境、景観に配慮した事業の実
施を促す。

● ● ● ● ● C

（都市整備課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3 4 5 6 7

住宅耐震改修促進事業

第１章/第５節/１./施策（２）と重複

〇 住宅の耐震化を促進し、地震被害の低減を図る。昭和
５６年以前の木造住宅の耐震診断及び耐震補強工事に対
し補助金を交付する。

● ● ● ● ● B

（都市整備課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

地籍調査事業 〇 国土調査法にもとづき、土地一筆ごとに、その所有
者、地番及び地目の調査並びに境界及び面積に関する測
量を行い、地籍図と地籍簿を作成する。

● ● ● ● ● A

（建設課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1
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５．下水道・排水対策

施策(1) 下水道事業の推進

施策(2) 雨水排水対策の推進

施策(3) し尿・汚泥の処理

3 4 5 6 7

下水道施設最適化事業【新規】 〇 下水道の各事業（公共下水道、農業集落排水及びコミ
ニティ・プラント）について、施設の統廃合を行い、施
設の最適化に努める。

● ● ● ● ● A

（下水道課）

下水道施設改築更新事業 〇 老朽化する下水道施設について、計画的な改築を進め
下水道の機能確保を図る。 ● ● ● ● B

（下水道課）

下水道施設維持管理事業 〇 各事業（公共下水道、農業集落排水及びコミニティ・
プラント）で建設した施設について、一体的に維持管理
を行うとともに経費の削減を図る。

● ● ● ● ● A

（下水道課）

下水道施設整備事業 〇 公共下水道の汚水管きょの整備により処理区域の拡大
に努める。 ● ● ● ● ● C

（下水道課）

水洗便所改造資金補助金事業 〇 公共下水道の整備から３年以内に下水道へ切替える者
に対し、５万円を上限とした助成制度を設け、水洗化を
推進する。

● B

（下水道課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

4

5

3 4 5 6 7

土地改良施設等整備事業 〇 土地改良施設管理者の管理意識の高揚を図ると共に、
施設の機能保全と耐用年数の延長に資する整備補修、設
備改善を実施する。

● ● ● ● ● B

（農業振興課）

防災施設ストックマネジメント事業
（堀川２期）

〇 堀川排水機場の除塵機設備等の更新など、防災施設ス
トックマネジメント事業を促進する。 ● ● ● A

（農業振興課）

金谷川河川改修事業

第１章/第５節/１./施策（２）と重複

〇 二級河川小中川合流点から主要地方道山田台大網白里
線までの約４６０mについて、河川断面を拡大して流下
能力の向上を図る。

● ● ● ● ● A

（建設課）

排水対策事業

第１章/第３節/１./施策（１）と重複
第１章/第５節/１./施策（２）と重複

〇 排水路をコンクリート製品等で整備し、流下能力の向
上を図る。

● ● ● ● ● A

（建設課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

4

3 4 5 6 7

し尿・汚泥処理事業（負担金） 〇 山武郡市広域行政組合（環境アクアプラント）との連
携し、し尿・汚泥処理体制を維持する。 ● ● ● ● ● B

（地域づくり課）

合併処理浄化槽設置整備事業 〇 合併処理浄化槽への転換補助事業（合併処理浄化槽設
置整備事業補助金）の周知を図り、合併処理浄化槽への
転換予定件数の達成を図る。

● ● ● ● ● A

（地域づくり課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2
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６．ガス・水道

施策(1) 市営ガスの供給

施策(2) 上水道の供給

７．公園・緑地

施策(1) 公園機能の整備・維持

3 4 5 6 7

ガス供給施設整備事業 〇 導管入替計画にもとづいた経年管対策事業など、老朽
設備の改修・更新を図るとともに、供給施設の保安・維
持管理の充実を図る。

● ● ● ● ● A

（ガス事業課）

ガス事業の経営改善 〇 ガス料金未納者対策を強化するとともに、ガス料金の
適正化を進める。
〇 天然ガス利用の優位性についての情報提供と啓発を図
ることで利用者の確保に努め、公営企業としての経営改
善への取り組みを推進する。また、カーボンニュートラ
ル宣言の動向に注視していく。

● ● ● ● ● C

（ガス事業課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3 4 5 6 7

水道供給事業（負担金） 〇 山武郡市広域水道企業団と連携し、安全で安定的な水
の供給に努める。 ● ● ● ● ● B

（地域づくり課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

自然公園等管理事業 〇 自然とふれあい、安全・安心に過ごせる憩いの場を提
供できるよう維持管理を行う。
〇 白里海岸公園は「白里海岸公園のあり方」の維持管理
方針に基づき施設管理を行う。

● ● ● ● ● B

（都市整備課）

都市公園管理事業 〇 都市公園や緑道の利用増進に向けて、安心・安全を最
優先に樹木や遊具などの施設の維持管理に務める。 ● ● ● ● ● B

（都市整備課）

公園の維持管理に係る協働事業 〇 地域コミュニティ活動と連携した公園の維持・管理を
図る。 ● ● ● ● ● B

（都市整備課）

小中池公園整備の検討

第１章/第４節/３./施策（２）と重複
第１章/第６節/３./施策（１）と重複

〇 「小中池公園再整備構想」にもとづき、小中池公園の
魅力向上に努めるとともに、自然環境を活用した特色あ
る公園整備に努める。 ● ● ● ● ● C

（都市整備課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

4
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第４節 人と自然が調和したまち【自然環境との共生】

関連するＳＤＧｓの目標

(1) 温室効果ガス排出量の削減

(2) 省エネ取り組みの促進

(3) 再生可能エネルギーの利用

(1) ごみ収集・処理体制の充実

(2) ごみ減量化と３Ｒ活動の推進

(1) 自然環境の保全

(2) 自然との共生

4. 緑化・環境美化 (1) 緑化・環境美化活動の推進

(1) 公害・不法投棄対策の推進

(2) 空き家対策の推進

基 本 施 策 施 策

ごみ処理2.

5. 生活環境の保全

1. 地球温暖化対策

3. 自然環境の保全と共生
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１．地球温暖化対策

施策(1) 温室効果ガス排出量の削減

施策(2) 省エネ取り組みの促進

施策(3) 再生可能エネルギーの利用

２．ごみ処理

施策(1) ごみ収集・処理体制の充実

施策(2) ごみ減量化と３Ｒ活動の推進

3 4 5 6 7

地球温暖化実行計画進行管理 〇 国が策定した「地球温暖化対策計画」の削減目標に合
わせ、本市の事務事業に伴い排出される温室効果ガスの
総排出量を２０１３年度を基準年度とし、２０３０年度
までに４０％削減する。中間目標として２０２４年度ま
でに１０％以上削減を目標とする。

● ● ● ● ● C

（地域づくり課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

環境保全活動団体の育成

第１章/第４節/３./施策（１）と重複

〇 「環境基本計画」の実践に向けた住民への啓発、情報
提供等を担う環境保全活動団体の育成。 ● ● ● ● ● D

（地域づくり課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

住宅用省エネルギー設備等導入促進
事業

〇 住宅用省エネルギー設備を設置した住民に対して、予
算の範囲内でその設置費用の一部を助成する。令和３年
度より家庭用燃料電池システム（エネファーム）の設置
と窓の断熱改修を補助対象に追加する。

● ● ● ● ● A

（地域づくり課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

ごみ処理の分別等の啓発 〇 市民にわかりやすいごみ収集カレンダーの作成や、広
報紙、ホームページなどによる発信により、ごみの分別
や排出マナーの向上のほか、集積所の適正な管理の浸透
を図る。

● ● ● ● ● D

（地域づくり課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

生ごみたい肥化推進事業 〇 生ごみたい肥化装置利用を促進するため、購入支援を
行い、ごみ減量化、資源リサイクルを推進する（生ごみ
たい肥化装置等設置費補助金）。

● ● ● ● ● B

（地域づくり課）

資源再生利用促進奨励事業 〇 資源リサイクルの拡充を図るとともに、資源再生利用
促進奨励金により、資源ごみの回収活動を支援し、資源
循環型社会づくりへの広域的な連携を推進する。

● ● ● ● ● B

（地域づくり課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2
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３．自然環境の保全と共生

施策(1) 自然環境の保全

施策(2) 自然との共生

４．緑化・環境美化

施策(1) 緑化・環境美化活動の推進

ごみの共同処理（負担金） 〇 東金市外三市町清掃組合と連携し、ごみの減量化と資
源リサイクルに努める。 ● ● ● ● ● B

（地域づくり課）
3

3 4 5 6 7

環境保全活動団体の育成

第１章/第４節/１./施策（２）と重複

〇 「環境基本計画」の実践に向けた住民への啓発、情報
提供等を担う環境保全活動団体の育成を行う。 ● ● ● ● ● D

（地域づくり課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

小中池公園整備の検討

第１章/第３節/７./施策（１）と重複
第１章/第６節/３./施策（１）と重複

〇 「小中池公園再整備構想」にもとづき、小中池公園の
魅力向上に努めるとともに、自然環境を活用した特色あ
る公園整備に努める。 ● ● ● ● ● C

（都市整備課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

環境美化活動の促進 〇 ゴミゼロ運動を実施するとともに、清掃ボランティア
グループの活動を支援し、協働による環境美化活動を促
進する。

● ● ● ● ● D

（地域づくり課）

花とふれあいのあるまちづくり推進
事業

第１章/第３節/１./施策（２）と重複

〇 ボランティア団体や地域住民団体による草花の植栽活
動を支援し、公共空地の景観向上を図る。

● ● ● ● ● B

（都市整備課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2
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５．生活環境の保全

施策(1) 公害・不法投棄対策の推進

施策(2) 空き家対策の推進

3 4 5 6 7

廃棄物等不法投棄監視事業 〇 廃棄物等の不法投棄の現状を把握するため、廃棄物等
不法投棄監視員を設置し、災害の発生及び自然環境破壊
のおそれがある不法投棄等を未然に防止する。

● ● ● ● ● B

（地域づくり課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

空家等の対策 〇 空家等対策の推進に関する特別措置法や大網白里市ま
ちをきれいにする条例に基づき、空家等対策について取
組みを進める。

● ● ● ● ● C

（地域づくり課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1
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第５節 誰もが安全に安心して暮らせるまち【安全・安心の確保】

関連するＳＤＧｓの目標

(1) 地域防災体制の強化

(2) 防災・減災対策の推進

(1) 火災予防の推進

(2) 消防体制の充実

(3) 救急体制の充実

(1) 道路交通環境の充実

(2) 交通安全活動の推進

(1) 防犯環境の整備

(2) 防犯活動の推進

5. 消費生活対策 (1) 消費生活情報の提供

基 本 施 策 施 策

1. 防災対策

3. 交通安全対策

4. 防犯対策

2. 消防・救急体制
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１．防災対策

施策(1) 地域防災体制の強化

施策(2) 防災・減災対策の推進

２．消防・救急体制

施策(1) 火災予防の推進

3 4 5 6 7

津波避難施設整備事業 〇 「市津波避難施設整備計画」に基づき、避難場所とな
る、高台整備や避難路における蓄電池式誘導灯及び津波
避難誘導標識を整備する。

● ● ● ● ● A

（安全対策課）

災害用備蓄品整備事業 〇 災害に備えて、保存食・飲料水・毛布等の災害用備蓄
品を計画的に整備する。 ● ● ● ● ● A

（安全対策課）

防災行政無線整備事業 〇 防災行政無線の適正な運用と維持管理を図る。
〇 難聴地域対策として、戸別受信機を貸与する。 ● ● ● ● ● A

（安全対策課）

自主防災組織づくり事業 〇 自主防災組織へ資機材整備のための補助を行い、地域
防災力の向上を図る。 ● ● ● ● ● A

（安全対策課）

避難行動要支援者名簿整備事業 〇 災害時に自ら避難することが困難な避難行動要支援者
名簿を関係各機関と調整し整備するとともに、避難支援
等の関係者に名簿情報を提供する。

● ● ● ● ● A

（安全対策課）

幼稚園・小中学校災害緊急情報等配
信システムの運用

〇 保護者へ緊急時の情報をいち早く連絡する手段とし
て、各小中学校、幼稚園に導入したメール配信システム
の維持・管理を行う。

● ● ● ● ● D

（管理課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

4

5

6

3 4 5 6 7

金谷川河川改修事業

第１章/第３節/５./施策（２）と重複

〇 二級河川小中川合流点から主要地方道山田台大網白里
線までの約４６０mについて、河川断面を拡大して流下
能力の向上を図る。

● ● ● ● ● A

（建設課）

排水対策事業

第１章/第３節/１./施策（１）と重複

第１章/第３節/５./施策（２）と重複

〇 排水路をコンクリート製品等で整備し、流下能力の向
上を図る。

● ● ● ● ● A

（建設課）

住宅耐震改修促進事業

第１章/第３節/４./施策（３）と重複

〇 住宅の耐震化を促進し、地震被害の低減を図る。昭和
５６年以前の木造住宅の耐震診断及び耐震補強工事に対
し補助金を交付する。

● ● ● ● ● B

（都市整備課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

3 4 5 6 7

火災予防の啓発 〇 火災予防運動期間や火災の発生しやすい時期に火災予
防啓発活動を推進する。また、住宅用火災警報器の設置
普及を促進し、防火意識の向上を図る。

● ● ● ● ● D

（安全対策課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1
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施策(2) 消防体制の充実

施策(3) 救急体制の充実

３．交通安全対策

施策(1) 道路交通環境の充実

施策(2) 交通安全活動の推進

3 4 5 6 7

消防団車両更新事業 〇 災害時に活動する消防自動車を、計画的に新しい車両
へ更新する。 ● ● ● ● ● A

（安全対策課）

消防団機庫建替事業 〇 防災拠点である消防機庫を計画的に建替える。
● ● ● ● ● A

（安全対策課）

消防水利施設整備事業 〇 消火栓の設置及び老朽箇所の修繕を行い、消防水利の
整備を促進する。 ● ● ● ● ● A

（安全対策課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

3 4 5 6 7

応急手当普及員の派遣 〇 消防本部が実施する救命講習に消防団の応急手当普及
員資格者を派遣し、講習補助を行うことで、講習受講者
の受け入れ拡充を支援する。

● ● ● ● ● B

（安全対策課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

交通安全施設整備の要望 〇 区・自治会等からの信号機や交通規制の設置要望に基
づき、必要に応じて、東金警察署長経由で千葉県公安委
員会に設置を求める。

● ● ● ● ● C

（安全対策課）

交通安全対策施設整備事業

第１章/第３節/１./施策（２）と重複

〇 見通しの悪い箇所や優先道路のわからない交差点等に
カーブミラー、警戒標識、路面標示等の交通安全施設を
設置して、安全な道路環境に改善する。

● ● ● ● ● A

（建設課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3 4 5 6 7

交通安全活動の推進 〇 交通事故の撲滅に向け、関係機関と連携し、交通安全
の啓発活動を推進する。 ● ● ● ● ● D

（安全対策課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1
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４．防犯対策

施策(1) 防犯環境の整備

施策(2) 防犯活動の推進

５．消費生活対策

施策(1) 消費生活情報の提供

3 4 5 6 7

防犯環境整備事業 〇 各区・自治会で管理する防犯灯基数に応じて電気料金
の補助を行い、夜間における地域の安全確保を図る。ま
た、自主防犯団体等へ防犯物資を支給し、地域の防犯活
動を支援する。

● ● ● ● ● B

（安全対策課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

防犯活動の推進 〇 関係機関と連携し、市内の不審者情報や犯罪情報等を
市ホームページ等で発信する。また、自主防犯団体等に
よる青色防犯パトロール実施を支援するため、講習会の
開催、青色回転灯装着車両の貸し出しを行う。

● ● ● ● ● D

（安全対策課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

消費生活センターの周知 〇 消費生活の安定と向上を図るため、消費生活センター
の周知及び消費者被害の情報提供に努め、啓発を推進す
る。

● ● ● ● ● D

（地域づくり課）

消費生活相談事業 〇 消費生活相談員の研修参加により、消費生活センター
の機能充実を図る。 ● ● ● ● ● A

（地域づくり課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2
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第６節 にぎわいと活力のあるまち【産業・観光の振興】

関連するＳＤＧｓの目標

(1) 生産基盤の整備と農地の保全

(2) 農作物被害の防止

(3) 畜産の振興

(4) 農業経営体の育成

(5) 環境保全・循環型農業の推進

(6) 流通・販売の促進

(7) 水産業の振興

(8) 農業体験の推進

(1) 地域企業の育成

(2) 地域商工業の育成

(1) 資源・基盤の整備

(2) 推進体制の強化

(1) シティプロモーションの強化・充実

(2) 移住・定住の促進

5. 企業誘致 (1) 企業・事業所の立地促進

6. 雇用・就労環境 (1) さまざまな雇用・就労の支援

3. 観光

4. 移住・定住

基 本 施 策 施 策

1. 農業・水産業

2. 商工業
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１．農業・水産業

施策(1) 生産基盤の整備と農地の保全

施策(2) 農作物被害の防止

施策(3) 畜産の振興

施策(4) 農業経営体の育成

3 4 5 6 7

経営体育成基盤整備事業（山辺地
区）

〇 農業生産基盤の強化を図るため、山辺地区土地改良事
業を推進するとともに、用排水施設の整備など、農地基
盤の整備と保全を土地改良区等と連携して促進し、水田
の汎用化、農地の利用集積、農作業の受委託を支援す
る。

● ● ● ● ● A

（農業振興課）

両総土地改良関連事業（負担金） 〇 土地改良区関係団体における用排水施設などの維持管
理の充実を促進する。 ● ● ● ● ● B

（農業振興課）

農業振興地域整備計画の管理 〇 自然的、経済的及び社会的諸条件を考慮し、長期的観
点から農業を振興するため、土地の計画的利用、各種農
業施策等を盛り込んだ農業振興地域整備計画の全体見直
し、随時変更の管理を行う。

● ● ● ● ● C

（農業振興課）

耕作放棄地等対策事業 〇 耕作放棄地及び耕作放棄地となりうる農地を把握し、
所有者の意向等を確認し、農業の担い手等への農地集積
等を実施し耕作放棄地の解消を進める。

● ● ● ● ● B

（農業振興課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

4

3 4 5 6 7

農作物被害防止対策事業 〇 関係団体などと連携して、有害鳥獣の捕獲や病害虫の
防除を促進し、農作物の被害の軽減を図る。 ● ● ● ● ● A

（農業振興課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

家畜伝染病予防事業 〇 家畜における各種伝染病への予防接種の実施補助、防
疫体制を構築する。 ● ● ● ● ● B

（農業振興課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

農業経営体育成事業 〇 農業の担い手（認定農業者）の育成及び担い手への基
盤整備、規模拡大等に関連する補助事業等により支援を
行う。

● ● ● ● ● A

（農業振興課）

新規就農者等支援事業 〇 関係機関と連携し、新規就農者に技術習得や農業基盤
整備（農地、施設）等の支援を行う。 ● ● ● ● ● A

（農業振興課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2
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施策(5) 環境保全・循環型農業の推進

施策(6) 流通・販売の促進

施策(7) 水産業の振興

施策(8) 農業体験の推進

3 4 5 6 7

多面的機能支払交付金事業 〇 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るた
めの地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切
な保全管理を図る。

● ● ● ● ● B

（農業振興課）

森林整備計画管理事業 〇 間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普
及啓発等の森林整備を行う。 ● ● ● ● ● B

（農業振興課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3 4 5 6 7

農産物特産品開発事業 〇 市内生産農産物を使い、市の特産となるような料理や
加工品の研究開発活動を支援する。 ● ● ● ● ● B

（農業振興課）

朝市・白里遊楽市支援事業 〇 市内生産の農産物や加工品等の直売形態としての朝市
組合、白里遊楽市組合の活動を支援する。 ● ● ● ● ● B

（農業振興課）

産業文化祭（産業の部）事業 〇 地元農林水産・商工関係団体の活動ＰＲ、即示販売を
通して市民に地場産業を知ってもらい、また、市民との
交流等を図ることを目的に産業文化祭（産業の部）を開
催する。

● ● ● ● ● B

（農業振興課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

3 4 5 6 7

千葉ブランド水産物の啓発 〇 チョウセンハマグリ、ながらみ等の適切な資源管理や
保護を図る。
〇 「千葉ブランド水産物」に認定された「九十九里かね
との煮干」、「九十九里焼き田作り」の周知を図り、ブ
ランドの定着を推進する。

● ● ● ● ● D

（商工観光課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

市民農園管理事業 〇 遊休農地の有効活用や市民が農業体験を通じて農業に
対する理解を深め、地域の活性化を図ることを目的に設
置された市民農園の維持、管理運営を行う。

● ● ● ● ● B

（農業振興課）

農業交流事業 〇 関係団体との連携により、農産物収穫などの農業体験
を通して、市民の農業への関心、理解を深める場の創出
を図る。

● ● ● ● ● B

（農業振興課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2
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２．商工業

施策(1) 地域企業の育成

施策(2) 地域商工業の育成

３．観光

施策(1) 資源・基盤の整備

施策(2) 推進体制の強化

3 4 5 6 7

中小企業資金融資事業 〇 中小企業資金融資及び利子補給制度により、企業の経
営改善等の促進に努める。 ● ● ● ● ● B

（商工観光課）

創業支援事業 〇 国の認定を受けた「創業支援事業計画」にもとづき、
創業者への支援体制を構築する。 ● ● ● ● ● B

（商工観光課）

事業承継制度の周知 〇 広報紙やHP等を活用し、事業承継制度の周知に努め
る。 ● ● ● ● ● D

（商工観光課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

3 4 5 6 7

商工会育成事業 〇 商工会が行う経営相談、経営指導及び市の活性化のた
めの活動を支援する。 ● ● ● ● ● B

（商工観光課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

観光地美化事業 〇 海岸の美化に努め、観光地としての魅力向上を図る。
● ● ● ● ● B

（商工観光課）

観光等プロモーション推進事業 〇 様々なメディア等を活用し、市の魅力を県内外に広く
発信する。 ● ● ● ● ● A

（商工観光課）

地域交流拠点整備の検討 ○ 地場産物の販売拠点や地元市民も楽しめる施設を備え
た地域交流拠点の整備を検討する。 ● ● ● ● ● C

（企画政策課・商工観光課・農業振興課）

小中池公園整備の検討

第１章/第３節/７./施策（１）と重複

第１章/第４節/３./施策（２）と重複

〇 「小中池公園再整備構想」にもとづき、小中池公園の
魅力向上に努めるとともに、自然環境を活用した特色あ
る公園整備に努める。 ● ● ● ● ● C

（都市整備課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

4

3 4 5 6 7

観光振興事業 〇 各種イベント等を実施し、来遊客の増加を図る。
● ● ● ● ● B

（商工観光課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1
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４．移住・定住

施策(1) シティプロモーションの強化・充実

施策(2) 移住・定住の促進

５．企業誘致

施策(1) 企業・事業所の立地促進

６．雇用・就労環境

施策(1) さまざまな雇用・就労の支援

3 4 5 6 7

広報紙発行事業

第２章/第１節/１./施策（２）と重複

〇 毎月１日に広報紙を発行し、市民に分かりやすく行政
情報を発信する。 ● ● ● ● ● A

（秘書広報課）

市ホームページ運営事業

第２章/第１節/１./施策（２）と重複

第２章/第１節/５./施策（１）と重複

〇 閲覧者が使いやすいように市ホームページの管理・運
営を行い、ＳＮＳの活用と併せ行政情報等を迅速に発信
する。 ● ● ● ● ● A

（秘書広報課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3 4 5 6 7

シティプロモーションの展開 ○ 定住・関係人口の増加を図るため、本市の知名度を高
めるとともに、市内外のターゲットに向けた効果的かつ
情報発信について検討する。

● ● ● ● ● C

（企画政策課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

企業立地奨励事業 〇 「市企業等誘致条例」にもとづき、条件を満たした立
地企業に対して、奨励金を交付する（投下固定資産総額
が１億円以上、常時使用する従業員が１０人以上の市内
に事業施設を有しない企業等が設置する事業所に対し、
３年間、固定資産税の納税相当額を限度に奨励金を交付
する）。

● ● ● ● ● B

（企画政策課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

雇用環境改善の情報提供 〇 雇用環境の改善に関する情報の提供に努める。
● ● ● ● ● D

（商工観光課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1
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第２章 まちづくり推進編

第１節 地域・市民が主役のまち【協働のまちづくり推進】

関連するＳＤＧｓの目標

(1) 市民相互の交流促進

(2) 広報・広聴の充実

(3) 情報提供の支援

(1) 地域活動の支援

(2) 地域施設の有効活用

(3) 地域活動を担う人づくり

3. 市民参画と協働 (1) 市民活動の活性化

(1) 人権擁護の推進

(2) 男女共同参画の環境整備

(1) 地域間交流の推進

(2) 国際交流の推進

(3) 多文化共生の推進

施 策

1. まちづくりの情報共有

2. コミュニティづくり

4. 人権擁護と男女共同参画

5. 地域間・国際交流

基 本 施 策
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１．まちづくりの情報共有

施策(1) 市民相互の交流促進

施策(2) 広報・広聴の充実

施策(3) 情報提供の支援

２．コミュニティづくり

施策(1) 地域活動の支援

3 4 5 6 7

市民活動団体の情報公開

第２章/第１節/２./施策（１）と重複

○ 各種団体などの活動情報を市民に広く提供し、活動団
体相互の交流の場づくりを促進する。 ● ● ● ● ● D

（地域づくり課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

広報紙発行事業

第１章/第６節/４./施策（１）と重複

〇 毎月１日に広報紙を発行し、市民に分かりやすく行政
情報を発信する。 ● ● ● ● ● A

（秘書広報課）

市ホームページ運営事業

第１章/第６節/４./施策（１）と重複
第２章/第１節/５./施策（１）と重複

〇 閲覧者が使いやすいように市ホームページの管理・運
営を行い、ＳＮＳの活用と併せ行政情報等を迅速に発信
する。 ● ● ● ● ● A

（秘書広報課）

市長への手紙

第２章/第２節/２./施策（２）と重複

〇 市民や区・自治会などから要望や提案を受け付け、庁
内で検討し、回答を行う。 ● ● ● ● ● D

（秘書広報課）

市キャラクターの啓発 〇 市やイベント等の情報発信に資するため、市のキャラ
クター「マリン」を活用する。また、「マリン」の知名
度向上のため、使用可能デザインの拡充、着ぐるみの貸
出を行う。

● ● ● ● ● D

（企画政策課）

出前講座等の実施 〇 出前講座等を実施し、行政と市民が情報や課題を共有
できる場づくりを行う。 ● ● ● ● ● D

（地域づくり課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

4

5

3 4 5 6 7

オープンデータの活用推進 ○ 官民活用推進基本法に基づき、国のオープンデータ基
本指針や市の指針により、オープンデータの推進を図
る。

● ● ● ● ● C

（総務課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

市民活動団体の情報公開

第２章/第１節/１./施策（１）と重複

○ 各種団体などの活動情報を市民に広く提供し、活動団
体相互の交流の場づくりを促進する。 ● ● ● ● ● D

（地域づくり課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1
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施策(2) 地域施設の有効活用

施策(3) 地域活動を担う人づくり

３．市民参画と協働

施策(1) 市民活動の活性化

４．人権擁護と男女共同参画

施策(1) 人権擁護の推進

施策(2) 男女共同参画の環境整備

3 4 5 6 7

コミュ二ティ助成事業 〇 コミュ二ティ助成事業等、既存の地域施設整備に関す
る助成制度の周知を図り、地域施設の整備を促進する。 ● ● ● ● ● B

（地域づくり課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

自治会振興事業 〇 区・自治会活動を支援する。
● ● ● ● ● B

（地域づくり課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

協働のまちづくり推進事業 〇 協働のまちづくりに対する意識の定着に努めるととも
に、協働の担い手となる市民活動団体などの育成を推進
し、その活動を支援する。

● ● ● ● ● A

（地域づくり課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

人権擁護委員活動の推進 〇 人権思想の普及のため、人権擁護委員の活動を支援
し、啓発活動を促進する。 ● ● ● ● ● D

（地域づくり課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

男女共同参画計画進行管理 〇 「第2次大網白里市男女共同参画計画」を推進するに
あたり、定期的に進捗状況を把握、点検、評価を行い、
必要に応じて、見直しの検討を行う。

● ● ● ● ● C

（地域づくり課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1



41

５．地域間・国際交流

施策(1) 地域間交流の推進

施策(2) 国際交流の推進

施策(3) 多文化共生の推進

3 4 5 6 7

市ホームページ運営事業

第１章/第６節/４./施策（１）と重複

第２章/第１節/１./施策（２）と重複

〇 閲覧者が使いやすいように市ホームページの管理・運
営を行い、ＳＮＳの活用と併せ行政情報等を迅速に発信
する。 ● ● ● ● ● A

（秘書広報課）

姉妹町との交流推進 〇 姉妹町である中之条町との、さまざまな分野における
民間・市民間の交流を推進する。 ● ● ● ● ● D

（秘書広報課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3 4 5 6 7

国際交流協会支援事業 ○ 市国際交流協会と協力して、多文化共生・国際交流活
動を積極的に推進・啓発する。 ● ● ● ● ● B

（生涯学習課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

多文化共生推進プラン進行管理 〇 「大網白里市多文化共生推進プラン」に位置付けた施
策の実現を推進し、市内在住外国人に対応した環境の整
備を図る。

● ● ● ● ● C

（総務課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1
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第２節 創意と工夫による持続可能な行財政運営の推進【行財政運営】

関連するＳＤＧｓの目標

(1) 組織の改善と職員育成

(2) 新たな公共経営

(1) 市民サービスの改善

(2) 協働のまちづくり

(1) 財政基盤の強化

(2) 計画的な財政運営

(3) 公営企業の経営改善

4. 行政情報化 (1) 電子自治体の推進

5. 広域連携 (1) 広域連携事業の推進

2. 行政運営

3. 財政運営

基 本 施 策 施 策

1. 行政組織
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１．行政組織

施策(1) 組織の改善と職員育成

施策(2) 新たな公共経営

２．行政運営

施策(1) 市民サービスの改善

施策(2) 協働のまちづくり

3 4 5 6 7

人事評価制度の運用 〇 職員の能力及び業績を公正に評価・把握し、それらを
配置や処遇等の人事管理に活用することを通じ、より高
い能力を持った人材の育成を行うとともに、公務能率の
向上を図る。

● ● ● ● ● C

（総務課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

事務事業評価の運用 〇 実施計画に掲げる事務事業について、指標を用いた評
価を実施することにより、適正・的確な事務の遂行を確
保する。

● ● ● ● ● C

（企画政策課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

業務改革の推進【新規】 ○ 事務事業全般にわたった業務フローの見直しを行うと
ともに、ＡＩやＲＰＡなどのＩＣＴの活用による業務の
効率化を図ることにより、事務処理の改善を継続的に実
施する。

● ● ● ● ● C

（総務課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

3 4 5 6 7

市長への手紙

第２章/第１節/１./施策（２）と重複

〇 市民や区・自治会などから要望や提案を受け付け、庁
内で検討し、回答を行う。 ● ● ● ● ● D

（秘書広報課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1
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３．財政運営

施策(1) 財政基盤の強化

施策(2) 計画的な財政運営

施策(3) 公営企業の経営改善

3 4 5 6 7

ふるさと納税の推進 〇 本市のPR を兼ねてふるさと納税制度の取り組みにつ
いて多様な方法で市内外に積極的に情報発信するととも
に、一定額以上の寄附者に対して市の特産品等を謝礼品
として贈呈することにより、本市への寄附を促進し、市
の自主財源の拡充と地場産業の活性化に資する。

● ● ● ● ● A

（企画政策課）

公共媒体への有料広告掲載 〇 市の保有する資産の一部を広告媒体として活用するこ
とで、当該資産の維持運営経費の一部に充てる。 ● ● ● ● ● A

（財政課）

未利用市有地等の活用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇 「大網白里市公有財産利活用基本方針」に基づき、未
利用市有地等資産の精査を行い、積極的な売払いや有効
利用を検討し、維持経費の節減と自主財源の確保に努め
る。

● ● ● ● ● C

（財政課）

目的税等導入の検討 〇 持続可能な財政基盤を確立するため、都市計画税や法
定外目的税などの新たな財政の確保に向け、検討を行
う。

● ● ● ● ● C

（財政課・税務課・都市整備課）

市税等の徴収強化 〇 徴収体制の強化を図り、市税等の収納率の向上を図
る。 ● ● ● ● ● C

（税務課）

納税環境の整備 〇 新たな収納方法(ペイジー、クレジット、スマホ収納
等)を導入するなど、納税しやすい環境整備を推進する。 ● ● ● ● ● C

（税務課）

固定資産の適正評価 〇 市税における課税客体の的確な把握と公平・適正な課
税を確保する。 ● ● ● ● ● A

（税務課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

4

5

6

7

3 4 5 6 7

財政健全化に向けた緊急的な取組み 〇 持続可能な財政運営を図っていくため、歳入・歳出両
面にわたり可能な限りの財政対策を実施し、歳入の規模
に応じた歳出となるよう財政体質の改善を図る。

● ● ● ● ● C

（財政課）

財政情報の発信 〇 「大網白里市財政事情の作成及び公表に関する条例」
にもとづき、市の予算の執行状況、財産、市債等、財政
に関する事項を公表する文書「財政事情」を作成し、広
報紙、ホームページ、印刷物で公表する。

● ● ● ● ● D

（財政課）

公共施設等総合管理計画進行管理 〇 平成28年度に策定した「公共施設等総合管理計画」
にもとづき、長期的な視点をもって公共施設マネジメン
トの推進を図る。

● ● ● ● ● C

（財政課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

3 4 5 6 7

国保大網病院新改革プラン進行管理 ○ 千葉県の地域医療構想における大網病院の位置づけを
踏まえ、「国保大網病院新改革プラン」に基づき、計画
的な経営改善に努めるとともに将来的な経営体制のあり
方を検討する。

● ● ● ● ● C

（大網病院）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1
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４．行政情報化

施策(1) 電子自治体の推進

５．広域連携

施策(1) 広域連携事業の推進

3 4 5 6 7

マイナンバーカード利活用の検討 〇 マイナンバーカード（個人番号カード）を用いたデジ
タル手続きの導入に向けた調査研究を行う。 ● ● ● ● ● C

（総務課）

行政事務情報化推進事業 〇 情報通信技術の進展や情報セキュリティに配慮した情
報通信基盤の整備を行い、効率的な行政運営を図る。 ● ● ● ● ● A

（総務課）

基幹系業務システム運用事業 〇 基幹系電子計算業務（住民記録、税務等）について、
適切な維持管理を行い、システムの安定稼働を図る。 ● ● ● ● ● A

（総務課）

業務システムクラウド化の推進 〇 業務システムの標準化やクラウド利用の推進により、
業務の更なる効率化を図る。 ● ● ● ● ● C

（総務課）

地域情報化の推進 〇 ＩＣＴを活用した情報交換・交流が図れる仕組みづく
りを調査・研究し、市民サービスの向上を図る。 ● ● ● ● ● C

（総務課）

個人番号カード(マイナンバーカー
ド)の普及啓発

〇 個人番号カード(マイナンバーカード)の普及に努め
る。 ● ● ● ● ● D

（市民課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1

2

3

4

5

6

3 4 5 6 7

電子計算処理業務共同処理（負担
金）

〇 山武郡内市町で業務システムの共同調達・共同処理を
行い、経費削減・安定稼働を図る。 ● ● ● ● ● B

（総務課）

実施年度(令和)
NO 事　業　名 事 業 の 内 容

事業
区分

1
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（参考）事業区分ごとの事業一覧

(1) 事業区分Ａの事業一覧

1 疾病予防事業
第１章/第１節/７./施策（１）と重複

（市民課） P 5

2 感染症対策及び予防接種事業 （健康増進課） P 5

3 健康教育事業 （健康増進課） P 5

4 健康ポイント事業 （健康増進課） P 5

5 医療機器等整備事業 （大網病院） P 6

6 人間ドック・検診事業 （大網病院） P 6

7 生活困窮者自立相談支援事業 （社会福祉課） P 7

8 生活困窮者学習支援事業 （社会福祉課） P 7

9 市営住宅長寿命化計画推進事業 （都市整備課） P 7

10 保育所等運営事業（公立・私立） （子育て支援課） P 7

11 学童保育事業 （子育て支援課） P 7

12 児童発達支援事業 （子育て支援課） P 8

13 出産祝金支給事業 （子育て支援課） P 8

14 要保護児童対策事業 （子育て支援課） P 8

15 子育て交流センター運営事業 （子育て支援課） P 8

16 介護予防普及啓発事業 （高齢者支援課） P 9

17 介護予防・日常生活支援総合事業 （高齢者支援課） P 9

18 緊急通報体制等整備事業 （高齢者支援課） P 9

19 認知症施策推進事業 （高齢者支援課） P 9

20 介護用品支給事業 （高齢者支援課） P 9

21 生活支援体制整備事業 （高齢者支援課） P 10

22 介護支援ボランティア事業 （高齢者支援課） P 10

23 福祉タクシー助成事業 （社会福祉課） P 11

24 医療費適正化対策事業 （市民課） P 11

25 疾病予防事業
第１章/第１節/１./施策（１）と重複

（市民課） P 11

26 介護保険料の収納対策 （高齢者支援課） P 12

27 幼稚園管理事業 （管理課） P 14

28 特別支援教育支援員配置事業 （管理課） P 14

29 教育相談事業 （管理課） P 14

30 GIGAスクール推進事業【新規】 （管理課） P 14

31 ＡＬＴ配置事業 （管理課） P 14

32 ジュニアリーダー育成事業 （生涯学習課） P 15

33 成人式開催事業 （生涯学習課） P 16

34 放課後子ども教室推進事業 （生涯学習課） P 16

35 市民公開講座事業 （生涯学習課） P 16

36 図書室資料等購入事業 （生涯学習課） P 16

37 図書室おはなし会・子ども映画会事業 （生涯学習課） P 17

38 スポーツ活動団体支援事業 （生涯学習課） P 17

39 生涯スポーツ普及事業 （生涯学習課） P 17

40 競技スポーツ振興事業 （生涯学習課） P 18

NO 事　業　名 担当課
掲　載
ページ
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41 産業文化祭（文化の部）事業 （生涯学習課） P 18

42 文化財保存活用事業 （生涯学習課） P 18

43 デジタル博物館公開事業 （生涯学習課） P 18

44 道路新設改良事業
第１章/第３節/１./施策（２）と重複

（建設課） P 20

45 舗装補修事業 （建設課） P 20

46
排水整備事業
第１章/第３節/５./施策（２）と重複
第１章/第５節/１./施策（２）と重複

（建設課） P 20

47 橋りょう等長寿命化修繕事業 （建設課） P 20

48
大網駅東土地区画整理事業
第１章/第３節/３./施策（１）と重複

第１章/第３節/４./施策（１）と重複

（都市整備課） P 20

49 道路新設改良事業
第１章/第３節/１./施策（１）と重複

（建設課） P 20

50 交通安全対策施設整備事業
第１章/第５節/３./施策（１）と重複

（建設課） P 20

51 コミュニティバス等運行事業 （企画政策課） P 21

52
大網駅東土地区画整理事業
第１章/第３節/１./施策（１）と重複

第１章/第３節/４./施策（１）と重複

（都市整備課） P 21

53
大網駅東土地区画整理事業
第１章/第３節/１./施策（１）と重複

第１章/第３節/３./施策（１）と重複

（都市整備課） P 22

54 地籍調査事業 （建設課） P 22

55 下水道施設最適化事業【新規】 （下水道課） P 23

56 下水道施設維持管理事業 （下水道課） P 23

57 防災施設ストックマネジメント事業（堀川２期） （農業振興課） P 23

58 金谷川河川改修事業
第１章/第５節/１./施策（２）と重複

（建設課） P 23

59
排水対策事業
第１章/第３節/１./施策（１）と重複
第１章/第５節/１./施策（２）と重複

（建設課） P 23

60 合併処理浄化槽設置整備事業 （地域づくり課） P 23

61 ガス供給施設整備事業 （ガス事業課） P 24

62 住宅用省エネルギー設備等導入促進事業 （地域づくり課） P 26

63 津波避難施設整備事業 （安全対策課） P 30

64 災害用備蓄品整備事業 （安全対策課） P 30

65 防災行政無線整備事業 （安全対策課） P 30

66 自主防災組織づくり事業 （安全対策課） P 30

67 避難行動要支援者名簿整備事業 （安全対策課） P 30

68 金谷川河川改修事業
第１章/第３節/５./施策（２）と重複

（建設課） P 30

69
排水対策事業
第１章/第３節/１./施策（１）と重複

第１章/第３節/５./施策（２）と重複

（建設課） P 30

70 消防団車両更新事業 （安全対策課） P 31

71 消防団機庫建替事業 （安全対策課） P 31

72 消防水利施設整備事業 （安全対策課） P 31

73 交通安全対策施設整備事業
第１章/第３節/１./施策（２）と重複

（建設課） P 31

74 消費生活相談事業 （地域づくり課） P 32

75 経営体育成基盤整備事業（山辺地区） （農業振興課） P 34

76 農作物被害防止対策事業 （農業振興課） P 34

77 農業経営体育成事業 （農業振興課） P 34

NO 事　業　名 担当課
掲　載
ページ
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(2) 事業区分Ｂの事業一覧

78 新規就農者等支援事業 （農業振興課） P 34

79 観光等プロモーション推進事業 （商工観光課） P 36

80 広報紙発行事業
第２章/第１節/１./施策（２）と重複

（秘書広報課） P 37

81
市ホームページ運営事業
第２章/第１節/１./施策（２）と重複
第２章/第１節/５./施策（１）と重複

（秘書広報課） P 37

82 広報紙発行事業
第１章/第６節/４./施策（１）と重複

（秘書広報課） P 39

83
市ホームページ運営事業
第１章/第６節/４./施策（１）と重複

第２章/第１節/５./施策（１）と重複

（秘書広報課） P 39

84 協働のまちづくり推進事業 （地域づくり課） P 40

85
市ホームページ運営事業
第１章/第６節/４./施策（１）と重複

第２章/第１節/１./施策（２）と重複

（秘書広報課） P 41

86 ふるさと納税の推進 （企画政策課） P 44

87 公共媒体への有料広告掲載 （財政課） P 44

88 固定資産の適正評価 （税務課） P 44

89 行政事務情報化推進事業 （総務課） P 45

90 基幹系業務システム運用事業 （総務課） P 45

NO 事　業　名 担当課
掲　載
ページ

1 特定健康診査事業
第１章/第１節/７./施策（１）と重複

（市民課） P 5

2 がん検診推進事業 （健康増進課） P 5

3 妊婦検診・乳幼児検診及び育児支援事業 （健康増進課） P 5

4 食生活改善協議会育成・支援事業 （健康増進課） P 5

5 救急医療事業（負担金） （健康増進課） P 6

6 ふれあいのまちづくり事業 （社会福祉課） P 6

7 地域ぐるみ福祉ネットワーク事業 （社会福祉課） P 6

8 生活困窮者住居確保給付金事業 （社会福祉課） P 7

9 生活保護事業 （社会福祉課） P 7

10 子育て支援センター事業 （子育て支援課） P 8

11 子ども医療助成事業 （子育て支援課） P 8

12 ひとり親家庭等医療費助成事業 （子育て支援課） P 8

13 ひとり親福祉対策事業 （子育て支援課） P 8

14 児童扶養手当支給事業 （子育て支援課） P 8

15 児童手当事業 （子育て支援課） P 8

16 ファミリーサポートセンター事業 （子育て支援課） P 8

17 地域介護予防活動支援事業 （高齢者支援課） P 9

18 老人緊急保護措置事業 （高齢者支援課） P 9

19 成年後見制度利用支援事業 （高齢者支援課） P 9

20 介護予防ケアマネジメント事業 （高齢者支援課） P 10

21 老人クラブ運営費助成事業 （高齢者支援課） P 10

22 シルバー人材センター運営費補助事業 （高齢者支援課） P 10

NO 事　業　名 担当課
掲　載
ページ
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23 障がい福祉サービス事業 （社会福祉課） P 10

24 パーキング・パーミット制度の運用 （社会福祉課） P 11

25 障がい者関係団体活動助成事業 （社会福祉課） P 11

26 特定健康診査事業
第１章/第１節/１./施策（１）と重複

（市民課） P 11

27 特定保健指導事業 （市民課） P 11

28 幼稚園施設整備事業 （管理課） P 14

29 幼稚園教育環境整備事業 （管理課） P 14

30 小中学校給食費補助事業 （管理課） P 14

31 総合学習推進事業
第１章/第２節/２./施策（３）と重複

（管理課） P 14

32 小・中学校教職員研究研修事業 （管理課） P 14

33 小・中学校施設整備事業 （管理課） P 15

34 学校評議員事業 （管理課） P 15

35 小学校教育環境整備事業 （管理課） P 15

36 中学校教育環境整備事業 （管理課） P 15

37 給食室整備事業 （管理課） P 15

38 家庭教育学級関係事業 （生涯学習課） P 15

39 総合学習推進事業
第１章/第２節/２./施策（１）と重複

（管理課） P 15

40 青少年健全育成活動事業 （生涯学習課） P 15

41 保健文化センター改修事業 （生涯学習課） P 17

42 社会体育施設整備事業 （生涯学習課） P 17

43 市美術会支援事業 （生涯学習課） P 18

44 民俗芸能保存・活用事業 （生涯学習課） P 18

45 山武地区広域農道推進事業（負担金） （農業振興課） P 20

46 私道整備補助事業 （建設課） P 20

47 花とふれあいのあるまちづくり推進事業
第１章/第４節/４./施策（１）と重複

（都市整備課） P 20

48 高齢者外出支援事業 （企画政策課） P 21

49 大網駅前広場管理事業 （財政課） P 21

50 開発許可事務の権限移譲【新規】 （都市整備課） P 22

51 景観計画の促進 （都市整備課） P 22

52 住宅耐震改修促進事業
第１章/第５節/１./施策（２）と重複

（都市整備課） P 22

53 下水道施設改築更新事業 （下水道課） P 23

54 水洗便所改造資金補助金事業 （下水道課） P 23

55 土地改良施設等整備事業 （農業振興課） P 23

56 し尿・汚泥処理事業（負担金） （地域づくり課） P 23

57 水道供給事業（負担金） （地域づくり課） P 24

58 自然公園等管理事業 （都市整備課） P 24

59 都市公園管理事業 （都市整備課） P 24

60 公園の維持管理に係る協働事業 （都市整備課） P 24

61 生ごみたい肥化推進事業 （地域づくり課） P 26

62 資源再生利用促進奨励事業 （地域づくり課） P 26

63 ごみの共同処理（負担金） （地域づくり課） P 27

64 花とふれあいのあるまちづくり推進事業
第１章/第３節/１./施策（２）と重複

（都市整備課） P 27

65 廃棄物等不法投棄監視事業 （地域づくり課） P 28

NO 事　業　名 担当課
掲　載
ページ



50

(3) 事業区分Ｃの事業一覧

66 住宅耐震改修促進事業
第１章/第３節/４./施策（３）と重複

（都市整備課） P 30

67 応急手当普及員の派遣 （安全対策課） P 31

68 防犯環境整備事業 （安全対策課） P 32

69 両総土地改良関連事業（負担金） （農業振興課） P 34

70 耕作放棄地等対策事業 （農業振興課） P 34

71 家畜伝染病予防事業 （農業振興課） P 34

72 多面的機能支払交付金事業 （農業振興課） P 35

73 森林整備計画管理事業 （農業振興課） P 35

74 農産物特産品開発事業 （農業振興課） P 35

75 朝市・白里遊楽市支援事業 （農業振興課） P 35

76 産業文化祭（産業の部）事業 （農業振興課） P 35

77 市民農園管理事業 （農業振興課） P 35

78 農業交流事業 （農業振興課） P 35

79 中小企業資金融資事業 （商工観光課） P 36

80 創業支援事業 （商工観光課） P 36

81 商工会育成事業 （商工観光課） P 36

82 観光地美化事業 （商工観光課） P 36

83 観光振興事業 （商工観光課） P 36

84 企業立地奨励事業 （企画政策課） P 37

85 コミュ二ティ助成事業 （地域づくり課） P 40

86 自治会振興事業 （地域づくり課） P 40

87 国際交流協会支援事業 （生涯学習課） P 41

88 電子計算処理業務共同処理（負担金） （総務課） P 45

NO 事　業　名 担当課
掲　載
ページ

1 健康づくり推進計画（健康増進計画及び食育推進計画）進行管理 （健康増進課） P 5

2 地域福祉計画進行管理 （社会福祉課） P 6

3 旧庄ぜん敷地の活用の検討 （社会福祉課） P 6

4 包括的相談支援体制の構築 （社会福祉課） P 6

5 公立認定こども園の検討
第１章/第２節/１./施策（１）と重複

（子育て支援課・管理課） P 7

6 福祉有償運送の運営協議 （高齢者支援課） P 9

7 障がい者計画、障がい福祉計画、障がい児福祉計画進行管理 （社会福祉課） P 10

8 基幹相談支援センター設置の検討【新規】 （社会福祉課） P 11

9 公立認定こども園の検討
第１章/第１節/４./施策（１）と重複

（子育て支援課・管理課） P 14

10 生涯学習推進計画進行管理 （生涯学習課） P 16

11 社会教育施設運営の充実 （生涯学習課） P 16

12 スポーツ推進計画進行管理 （生涯学習課） P 17

13 社会体育施設長期整備計画の策定 （生涯学習課） P 17

14 施設予約システム導入の検討 （生涯学習課） P 17

15 都市計画道路の見直し （都市整備課） P 20

NO 事　業　名 担当課
掲　載
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16 都市計画道路の整備促進 （都市整備課） P 20

17 鉄道の利便性確保 （企画政策課） P 21

18 路線バス運行の維持・確保 （企画政策課） P 21

19 地域公共交通の維持改善 （企画政策課） P 21

20 大網駅周辺の都市的土地利用の検討 （都市整備課） P 21

21 市街化調整区域の土地利用【大網駅周辺】 （都市整備課） P 21

22 市街化調整区域の土地利用【国道１２８号沿道】 （都市整備課） P 22

23 都市計画の定期見直し （都市整備課） P 22

24 太陽光発電設備設置の事前協議 （都市整備課） P 22

25 下水道施設整備事業 （下水道課） P 23

26 ガス事業の経営改善 （ガス事業課） P 24

27
小中池公園整備の検討
第１章/第４節/３./施策（２）と重複

第１章/第６節/３./施策（１）と重複

（都市整備課） P 24

28 地球温暖化実行計画進行管理 （地域づくり課） P 26

29
小中池公園整備の検討
第１章/第３節/７./施策（１）と重複
第１章/第６節/３./施策（１）と重複

（都市整備課） P 27

30 空家等の対策 （地域づくり課） P 28

31 交通安全施設整備の要望 （安全対策課） P 31

32 農業振興地域整備計画の管理 （農業振興課） P 34

33 地域交流拠点整備の検討 （企画政策課・商工観光課・農業振興課） P 36

34
小中池公園整備の検討
第１章/第３節/７./施策（１）と重複
第１章/第４節/３./施策（２）と重複

（都市整備課） P 36

35 シティプロモーションの展開 （企画政策課） P 37

36 オープンデータの活用推進 （総務課） P 39

37 男女共同参画計画進行管理 （地域づくり課） P 40

38 多文化共生推進プラン進行管理 （総務課） P 41

39 人事評価制度の運用 （総務課） P 43

40 事務事業評価の運用 （企画政策課） P 43

41 業務改革の推進【新規】 （総務課） P 43

42 未利用市有地等の活用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（財政課） P 44

43 目的税等導入の検討 （財政課・税務課・都市整備課） P 44

44 市税等の徴収強化 （税務課） P 44

45 納税環境の整備 （税務課） P 44

46 財政健全化に向けた緊急的な取組み （財政課） P 44

47 公共施設等総合管理計画進行管理 （財政課） P 44

48 国保大網病院新改革プラン進行管理 （大網病院） P 44

49 マイナンバーカード利活用の検討 （総務課） P 45

50 業務システムクラウド化の推進 （総務課） P 45

51 地域情報化の推進 （総務課） P 45

NO 事　業　名 担当課
掲　載
ページ
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(4) 事業区分Ｄの事業一覧

1 適正受診の啓発 （健康増進課） P 6

2 介護保険制度の情報提供 （高齢者支援課） P 10

3 障がい福祉サービスの情報提供 （社会福祉課） P 10

4 ちばバリアフリーマップへの情報提供 （社会福祉課） P 10

5 国民健康保険制度の啓発 （市民課） P 11

6 高齢者医療制度の啓発 （市民課） P 12

7 介護保険制度の情報提供 （高齢者支援課） P 12

8 国民年金制度の啓発 （市民課） P 12

9 非核平和の推進 （生涯学習課） P 16

10 生涯学習ボランティア講師の派遣
第１章/第２節/６./施策（１）と重複

（生涯学習課） P 16

11 生涯学習ボランティア講師の派遣
第１章/第２節/４./施策（３）と重複

（生涯学習課） P 18

12 環境保全活動団体の育成
第１章/第４節/３./施策（１）と重複

（地域づくり課） P 26

13 ごみ処理の分別等の啓発 （地域づくり課） P 26

14 環境保全活動団体の育成
第１章/第４節/１./施策（２）と重複

（地域づくり課） P 27

15 環境美化活動の促進 （地域づくり課） P 27

16 幼稚園・小中学校災害緊急情報等配信システムの運用 （管理課） P 30

17 火災予防の啓発 （安全対策課） P 30

18 交通安全活動の推進 （安全対策課） P 31

19 防犯活動の推進 （安全対策課） P 32

20 消費生活センターの周知 （地域づくり課） P 32

21 千葉ブランド水産物の啓発 （商工観光課） P 35

22 事業承継制度の周知 （商工観光課） P 36

23 雇用環境改善の情報提供 （商工観光課） P 37

24 市民活動団体の情報公開
第２章/第１節/２./施策（１）と重複

（地域づくり課） P 39

25 市長への手紙
第２章/第２節/２./施策（２）と重複

（秘書広報課） P 39

26 市キャラクターの啓発 （企画政策課） P 39

27 出前講座等の実施 （地域づくり課） P 39

28 市民活動団体の情報公開
第２章/第１節/１./施策（１）と重複

（地域づくり課） P 39

29 人権擁護委員活動の推進 （地域づくり課） P 40

30 姉妹町との交流推進 （秘書広報課） P 41

31 市長への手紙
第２章/第１節/１./施策（２）と重複

（秘書広報課） P 43

32 財政情報の発信 （財政課） P 44

33 個人番号カード(マイナンバーカード)の普及啓発 （市民課） P 45

NO 事　業　名 担当課
掲　載
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